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支配株主等に関する事項について 

 

当社のその他の関係会社であるＫＡＢホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以

下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

  

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 
 

          （平成 29 年 3 月 31 日現在）   

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されて

いる金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

ＫＡＢホールディン

グス株式会社 

そ の 他 の

関係会社 
41.07 0.17 41.24 ― 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

ＫＡＢホールディングス株式会社は、有価証券の保有・管理を主たる事業としており、同社は議決権を

41.07％所有しており、当社取締役１名が同社の役員を兼務するという人的関係を有しております。しかし

ながら、当社の事業活動において同社からの制約はなく、一定の独立性が確保されていると認識しており

ます。 

当社との取引関係は、同社が当社に不動産の賃貸等を行なっており、一方、当社が同社に商品の販売を

行なっておりますが、取引金額は軽微であり、重要性はございません。 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業の役職 就任理由 

取締役兼執行役会長 加畑 雅之 代表取締役会長 経営体制強化のため 

(注)当社の取締役 8名のうち、親会社との兼任役員は当該１名のみであります。 

 

３．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社グループでは、事業活動を行う上での承認事項など同社からの制約はなく、すべて当社グループで

決議しております。 同社との取引については、他の取引先と同様、市場実勢を勘案し、交渉のうえ社内手

続きに則り決定しており、定期的に取引状況の確認を行い、取締役会において報告されております。従っ

て、同社との取引が、当社ひいては少数株主の権利を害することは無いと考えております。 

以 上 
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